
（案） 

三市周遊ゴールデンルートを活用した認知拡大及び誘客拡大事業 

プロポーザル実施要領 

 

第１ 募集事項 

１ 委託業務名 

   三市周遊ゴールデンルートを活用した認知拡大及び誘客拡大事業 

 

２ 事業目的・委託期間・業務内容 

 別紙「三市周遊ゴールデンルートを活用した認知拡大及び誘客拡大事業 仕様書」のとおり 

 

第２ 応募資格等 

本業務に応募することができる者は、次に掲げる要件を全て満たす法人又は法人を核にした複数の者による

共同企業体（以下「共同企業体」という。）とする。 

（１）委託事業の目的を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。 

（２） 事業実施に当たり必要な人員体制が整っていること又は人員体制を整えることが確実と見込まれること。 

なお、本委託業務は旅行業者に限定するものではないが、ツアー実施に係る業務については、旅行業法

（昭和 27年法律第 239号）に基づく第１種又は第２種の旅行業登録がなされている者が行うこととして企

画提案を行うこと。 

（３）仙台市・福島市・山形市より指名競争入札に参加する資格を有すると認められた者に対する指名の停止

を受けていないこと。 

（４）地方自治法施行令１６７条の４第１項各号に該当する者でないこと。 

（５）仙台市入札契約暴力団等排除要綱（平成 20年 10月 31日市長決裁）別表に掲げる要件に該当する者でな

いこと。 

（６）現在の主たる事業所所在市町村の市町村税の滞納がないこと。 

 

第３ スケジュール 

（１）企画提案募集開始                令和８年４月20日（月） 

（２）企画提案書作成等に関する質問受付期限      令和８年４月24日（金）12：00まで 

（３）企画提案書作成等に関する質問への回答      令和８年４月30日（木） ※予定 

（４）企画提案書の提出期限              令和８年５月15日（金）12：00まで 

（５）企画提案書の選考（※書面審査）         令和８年５月20日（水）まで 

（６）企画提案書の選考（※プレゼンテーション審査）  令和８年５月26日（火）午前 ※予定 

（７）企画提案書の選考結果の通知（予定）       令和８年５月27日（水） 

（８）契約締結及び業務開始              令和８年５月28日（木）～ 

  ※ 書面審査は、提案事業者が多数の場合に実施する。 

  ※ プレゼンテーション審査は、対面による実施を予定。 

    ■プレゼン10分、質疑応答 10分 
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第４ 応募手続 

１ 応募にあたっての質問及び回答 

（１）受付期限 

令和８年４月 24日（金）12：00まで 

 （２）受付方法   

① 質問項目を質問票（様式第１号）に記載し、電子メールで提出すること。電話、ファクシミリ、持参

等は認めない。 

② 電子メールの題名の最初に、「三市周遊ゴールデンルートを活用した認知拡大及び誘客拡大事業への質

問」と明記すること。 

③ 電子メール送信後、電話で仙台市東北連携推進課にメール着信を確認すること。 

（３）提出先  

「５ 提出先」のとおり。 

（４）回答方法   

回答は、以下日程に仙台市ホームページに掲載する。 

令和８年４月 30日（木） ※予定 

 

２ 企画提案書の提出 

（１）提出書類 

  ① 応募申込書（様式第２号） 

② 類似業務受注実績（様式第３号） 

 官民を問わず、これまで実施した代表的な事業が分かる資料を提出すること。 

 過去２年以内に国又は自治体から受注した代表的な事業があれば併せて提出すること。 

③ 企画提案書 

（任意様式。表紙と目次を除き 15ページ以内 ※見積書含む） 

④ 会社概要 

⑤ 市税の滞納がないことの証明書 

※ 「市税の滞納がないことの証明書」は各市（仙台市では区役所および総合支所）税務関係の窓口

にて請求すること。 

（２）提出期限 

令和８年５月 15日（金） 12：00まで 

 （３）提出方法 

① 電子メールで提出すること。 

② 電子メールの題名の最初に、「三市周遊ゴールデンルートを活用した認知拡大及び誘客拡大事業 企画

提案書の提出」と明記すること。 

③ 電子メール送信後、電話で東北連携推進課にメール着信を確認すること。 

（４）提出先  

「５ 提出先」のとおり。 
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３ 企画提案書の構成について 

   企画提案書は、以下のとおり作成すること。 

 （１）表紙 

    「法人名」「住所」「代表者名」「担当者名（所属、職、氏名）」「連絡先（電話番号及びFAX番号、 

メールアドレス）」を記載すること。 

（２）目次 

（３）与件の整理 

事業の趣旨、目的、三市の観光に関する現状分析等 

（４）業務の全体計画 

① 業務全体の流れ、基本方針（フロー図等を用いて） 

② 業務の実施体制 

③ 業務実施のスケジュール 

（５）業務内容別の説明 

① 国内向け販売事業 

 造成する商品の方向性及び販売方法、プロモーションの手法について具体的に記載すること。 

 造成した商品の販売促進に資する施策について具体的に記載すること。 

 ターゲット設定にかかる考え方及び活用する広報媒体・手法について具体的に記載すること。 

 旅行商品の販売及びプロモーション実施に係る適切な目標設定を行うこと。設定の根拠となるデー

タや考え方なども併せて示すこと。 

 実績の集計方法について手法を具体的に記載すること。 

② インバウンド向けプロモーション 

  ⅰ）バンコク日本博への出展 

 ブース出展イメージについて、具体的に提示すること。 

 壁面装飾に使用するタペストリーについて、制作イメージを提示すること。 

 タイ人向け旅行商品の方向性及び販売方法について、具体的に記載すること。 

 プロモーションとして、SNS広告の実施内容及び制作するチラシのイメージを提示すること。 

 制作するノベルティの内容を具体的に記載すること。 

 旅行商品の販売及びプロモーション実施に係る適切な目標設定を行うこと。設定の根拠となるデー

タや考え方なども併せて示すこと。 

 実績の集計方法について手法を具体的に記載すること。 

ⅱ）次年度以降のインバウンド事業検討のための分析 

 活用が想定されるデータについて示すこと（例：自社の予約状況データ等）。 

③ 効果検証及び報告書の作成 

  ⅰ）インバウンド事業にかかる分析報告書 

・実施結果分析の方針や手法について具体的に記載すること。 

  ⅱ）本事業全体にかかる報告書 

   ・実施結果分析の方針や手法について具体的に記載すること。 

 

（６）見積書（消費税及び地方消費税の額を含む） 

上記（５）業務内容別に区分し、さらに取組みごとに金額を記載すること。 
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４ 企画提案書作成に関する留意点 

（１）提案書の作成及び提出等に要する経費は、提出者の負担とする。 

（２）提出期限後の提出及び再提出は認めない。 

（３）提案書等に虚偽の記載をした場合は、当該提案書等を無効とするとともに、虚偽の記載を行ったものに

対して指名停止を行うことがある。 

（４）提出された提案書等は返却しない。 

（５）提案書等に使用する言語は日本語とする。 

 

５ 提出先 

   〒980－8671 仙台市青葉区国分町３-７-１ 仙台市役所本庁舎４階 

   仙台・福島・山形三市観光・物産広域連携推進協議会事務局（仙台市文化観光局東北連携推進課内） 

   佐藤・熊谷 

   電話番号 022-214-8482 メールアドレス bun008620@city.sendai.jp 

 

第５ 業務委託候補者の選考 

 １ 業務委託候補者の選考方法 

   仙台・福島・山形三市観光・物産広域連携推進協議会（以下、「本協議会」という。）が設置する審査委員

会において、提出書類及びプレゼンテーションの総合評価により審査し、優れていると判断される事業者を

選定して業務委託候補者とする。 

   なお、提案事業者が多数の場合は、書面審査を実施し、審査委員会に参加する事業者を選定する。 

 ２ 審査委員会での企画提案書の選考 

 （１）実施日 

    令和８年５月26日（火） 午前 ※予定 

 （２）実施会場（予定） 

    仙台市役所本庁舎４階 文化観光局第一会議室（仙台市青葉区国分町３-７-１） 

 （３）実施方法 

   ① 出席者は１提案につき３名以内とする。 

   ② １応募者あたりの持ち時間は、20分以内（説明10分、質疑応答10分）とし、仙台市が指示した時刻か

ら順次、個別に行うものとする。 

   ③ 事前に提出された書類のみに基づいてプレゼンテーションを行うこと。 

※ 一部の審査員はオンラインにてプレゼンテーションを聞く場合がある。 

 

３ 評価基準及び配点 

次の審査項目及び配点（合計160点）により行うものとする。 

項 目 配点 

目的理解及び 

実施体制 

 与件の整理が適切になされているか 

 三市の観光に関する現状分析が適切に理解できているか 

 事業全体の方向性・スケジュール・実施体制（類似業務受注実績）

が本委託業務を安定的かつ確実に遂行できるものであるか 

15 
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地域経済への配慮  仙台市・福島市・山形市いずれかに本店があるか 

 業務上やむを得ず受託者以外の事業者が関与する場合（再委託

等）の当該事業者が仙台市・福島市・山形市いずれかに本店を設

置している等、参画自治体の地域経済への配慮がなされているか 

※ 

（国内向け） 

旅行商品の造成・販

売・プロモーション 

 造成する商品の方向性が具体的かつ効果的か  

 本事業のターゲットに対し、効果的な販売方法となっているか 

 販売促進のための施策について、具体的かつ三市の宿泊・周遊観

光促進に効果的か  

 適切なターゲット設定のもとで、効果的な広報媒体・手法が選択

されているか 

60 

（インバウンドプロ

モーション） 

バンコク日本博への

出展 

 三市エリアの PR 及び旅行商品の販売が滞りなく実施できる仕立

てとなっているか 

 ブース装飾について、来場者の関心を引く魅力的なものとなって

いるか 

 タイ人向け旅行商品の方向性及び販売方法が具体的かつ効果的

か、また、通年販売できる旅行商品の造成が含まれているか 

 プロモーション（SNS広告・チラシ制作）の内容が具体的かつ効

果的か 

 制作するノベルティの内容が具体的かつ来場者に対して効果的

か 

40 

（インバウンドプロ

モーション） 

次年度以降のインバ

ウンド事業検討のた

めの分析 

 活用するデータの選定は適切か 

 次年度以降のインバウンド事業検討にあたり、参考とできる内容

であることが見込めるか 

10 

効果検証  各業務に対する目標設定が適切か 

 各業務の実績把握・効果検証の手法が確実に把握できる内容であ

り、具体的かつ効果的か 

15 

提案内容の独自性  仕様書の内容に対して、自社の強みを活かした独自性のある提案

となっているか 

10 

見積額の妥当性  提案内容と見積書の整合性がとれており、合理的なものか 10 

※「地域経済への配慮」については、以下のとおり評価を行います（三市＝仙台市・福島市・山形市）。 

 三市のいずれかに本店がある →  ０点 

    〃      ない → －３点 

 再委託等の実施がない → ０点 

   〃   ある → 三市いずれかに再委託先の本店がある →  ０点 

                 〃         ない → －２点 
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 ４ 受託候補者の決定通知 

 （１）審査結果については、全提出者に対して通知する。 

（２）非選定理由の開示が必要な場合は、通知日の翌日から７日以内（土曜日、日曜日及び祝日を除く）に東

北連携推進課に電子メールで問合せを行うこと。その翌日から 10日以内（土曜日、日曜日及び祝日を除く）

に、電子メールにより回答する。 

 

第６ 提案上限額 

 6,100,000円（消費税及び地方消費税含む。）を上限とする。 

 

第７ その他 

   第５により選定した委託候補者と業務内容について調整し、契約金額を確定した後に委託契約を締結する。 


